
現　行 見直し後 （参考）

医療機関併設型小規模老人保健施設 医療機関併設型小規模老人保健施設

● 医師（併設医療機関との兼務可）
● 看護・介護職員
　3：1以上（うち看護職員2／7程度）

● 支援相談員
　常勤1以上

● 介護支援専門員
　常勤1以上

● 入所から180日の算定日数上限あり

● 医師（併設医療機関との兼務可）
● 看護・介護職員
　3：1以上（うち看護職員2／7程度）

● 支援相談員
　非常勤1以上

● 介護支援専門員
　非常勤1以上

●（算定日数上限なし）撤　廃

基準緩和

基準緩和

現行の老人保健施設
（基準の緩和措置がない場合）

【転換後】

療養病床から転換した
老人保健施設

【転換前】

病院又は診療所

病室を3階以
上の階に設け
ていない場合※

※2階の床面積＞300裃の場合 ※2階の床面積＞300裃の場合
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療養室を3階以
上の階に設け
ていない場合※

2階

1階

療養室を3階
以上の階に設
けている場合

療養室が1階の
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療養室が2階以下
の場合には病院・診
療所の基準と同様、
準耐火建築物のま
まで転換できます。

エレベーターを
増設せずに転換
できます。

小規模老人保健施設について、介護報酬の算定上限日数を撤廃し、介護支援専門員等の基準を緩和します。
【平成20年5月施行予定】

（1）介護報酬算定日数上限の緩和
　　小規模老人保健施設（サテライト型及び医療機関併設型小規模老人保健施設）における介護報酬の180日の算定日数上限を撤廃します。

（2）医療機関併設型小規模老人保健施設に係る人員基準の緩和
　　医療機関併設型小規模老人保健施設において、支援相談員及び介護支援専門員の人員配置基準（※）を緩和し、非常勤でよいこととします。
　　※ サテライト型においては、本体施設と一体的に運営しているため、必置義務はありません。

小規模老人保健施設の人員基準等の緩和 転換した老人保健施設の建物に関する
設備基準の緩和

転換した老人保健施設における
　①建物の耐火構造に係る基準
　②建物内の直通階段及びエレベーターの設置に係る基準
について、次の新築又は大規模な改修等までの間、転換前の病院又は診療所の基準と同様でよいとする経過措置を講じ
ます。
【平成20年5月施行予定】

診療所等の小規模医療機関の負担を軽減することにより、老人保健
施設への転換を促進します。

各支援措置について
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転換により医療機関と老人保健施設が併設するケース

利用者は医療機関と老人保健施設間の通行も可能となる。

〈緩和措置〉 〈緩和措置がない場合〉

円滑な転換

療養病床を有する医療機関

医 療 機 関    老人保健施設医 療 機 関    老人保健施設

2
F

1
F

2
F

1
F

壁

階
段

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

診
察
室

出
入
り
口

階
段

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

診
察
室

出
入
り
口

出
入
り
口

診
察
室

診
察
室

出
入
り
口

階
段

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

階
段

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

共用可能 共用不可

参 考転 換 先

転 換 元

診療所からの転換

一般の
特別養護老人ホーム

一般の
老人保健施設

病院からの転換診療所からの転換

機能訓練室

食堂

廊下幅
（中廊下）

1.8（2.7）m以上1.8（2.7）m以上

経過措置
なし

1裃/人以上

2裃/人以上 食堂
＋

機能訓練室が3裃/人以上40裃以上
（注1）

1裃/人以上

経過措置
なし

食堂
＋

機能訓練室が
3裃/人以上
（注1）（注2）

食堂
＋

機能訓練室が
3裃/人以上
（注1）（注2）

6.4裃/人以上

40裃以上
（注1）

1裃/人以上

6.4裃/人以上 10.65裃/人以上8.0裃/人以上床面積

病院からの転換

経過措置が講じられた
特別養護老人ホーム

経過措置が講じられた
老人保健施設

診療所病院診療所

機能訓練室

食堂

廊下幅
（中廊下）

基準なし

基準なし

1.2（1.6）
m以上

4.3裃/人以上
（注3）

基準なし

基準なし

1.2（1.6）m以上
（注5）

6.4裃/人以上

十分な広さ

1裃/人以上

1.2（1.6）m以上
（注4）

6.4裃/人以上

40裃以上

1裃/人以上

1.2（1.6）m以上
（注4）

6.4裃/人以上床面積

病院

一般病床療養病床

1.2（1.6）m以上1.2（1.6）m以上1.2（1.6）m以上1.2（1.6）m以上

転換により医療機関と老人保健施設が
併設する場合における設備基準の緩和の例
（診察室、階段、エレベーター、出入り口等関係）

転換先の老人保健施設等の施設基準の一部の緩和

（注1）サテライト型老人保健施設に転換する場合は本体施設の機能訓練室の共用も可能とする。

（注2）「食堂：1裃／人以上、機能訓練室：40裃以上」でも可。

（注3）1人部屋の場合には「6.3裃以上」となる。

（注4）平成12年医療法改正に伴う経過措置の対象となる場合。現行は｢1.8（2.7）m以上｣である。

（注5）平成12年医療法改正に伴う経過措置の対象となる場合。現行は｢1.8（2.1）m以上｣である。

転換をより円滑に進めるために、転換先の老人保健施設・特別養護老人ホームについて以下の措置を講じます。

①療養室の床面積
平成18年7月1日以後に新築又は大規模な改修等の工事に着手していない療養病床を転換した老人保健施設について、次の新築又は大規模の改修

等を行うまでの間に限り、1床当たり6.4裃（本則8.0裃）の経過措置を認めます。

②食堂・機能訓練室・廊下幅
平成24年4月以降も経過措置を適用します。

各支援措置について
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